
平成™›年š月˜日 木曜日 第œ�œ—号官 報

３
．
フ
ァ
イ
ル
形
式
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
実
施
細

則
に
規
定
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｔ
`
Ｓ
Ａ
Ｆ
Ｅ
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

E
A
S
Y

M
o
d
eを
使
用
し
て
作
成
し
た
フ
ァ
イ
ル
形
式

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
．
フ
ァ
イ
ル
名
等
一
つ
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

又
は
Ｃ
Ｄ
`
Ｒ
に
は
一
出
願
分
の
デ
ー
タ
の
み
を
、
一

つ
の
フ
ァ
イ
ル
名
で
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
一
つ
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
又
は
Ｃ

Ｄ
`
Ｒ
に
一
出
願
分
の
デ
ー
タ
が
入
り
き
ら
な
い
と
き

は
、
複
数
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
又
は
Ｃ
Ｄ
`
Ｒ

に
分
割
し
て
記
録
す
る
。
そ
の
際
に
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
又
は
Ｃ
Ｄ
`
Ｒ
ご
と
に
異
な
っ
た
フ
ァ
イ
ル

名
を
付
与
し
て
、
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
．
ラ
ベ
ル
等
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
ラ
ベ
ル

を
貼
付
し
当
該
ラ
ベ
ル
に
、
又
は
Ｃ
Ｄ
`
Ｒ
に
は
デ
ー

タ
記
録
面
と
反
対
側
の
面
（
い
わ
ゆ
る
「
ラ
ベ
ル
面
」）

に
「
Ｐ
Ｃ
Ｔ
`
Ｓ
Ａ
Ｆ
Ｅ
」
と
の
表
題
を
記
し
、
さ
ら

に
下
記
の
項
目
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
記
載
す
る
際
に
は
、
各
項
目
名
に
続
い
て
、

各
項
目
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
。

\
「
願
書
に
最
初
に
記
載
さ
れ
て
い
る
出
願
人
の
氏

名
又
は
名
称
」（
日
本
語
及
び
英
語
へ
の
翻
訳
）

]
出
願
人
又
は
代
理
人
の
書
類
記
号

^
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
又
は
Ｃ
Ｄ
`
Ｒ
の
通

し
番
号
」（
一
出
願
分
デ
ー
タ
を
複
数
枚
の
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
又
は
Ｃ
Ｄ
`
Ｒ
に
分
割
し
て
記
録
す

る
場
合
）例
：
全
３
枚
中
の
２
枚
目
の
場
合
は「
２
／

３
」
等

〇
特
許
庁
告
示
第
四
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
特
許
長
官
が
定
め
る
願
書
の
作
成
方
式
及
び
磁
気

デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二

十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
な
お
、
平
成
十
年
十

二
月
二
十
五
日
特
許
庁
告
示
第
七
号
は
、
平
成
二
十
四
年

三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日特

許
庁
長
官

岩
井

良
行

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
願
書
の
作
成
方
法
及

び
磁
気
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式

１
．
願
書
の
作
成
方
式
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
実
施

細
則
に
規
定
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｔ
`
Ｓ
Ａ
Ｆ
Ｅ
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

E
A
S
Y

M
o
d
eを
使
用
し
た
方
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
．
媒
体
提
出
さ
れ
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
は
以
下
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
１
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

日
本
工
業
規
格
Ｘ

6
2
2
5号
「
9
0
¤
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
の
ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

（
1
5
9
1
6
磁
束
反
転
／

ra
d
）」
に
記
載
の
ト
ラ
ッ
ク

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
も
の
（
い
わ
ゆ
る

1•
4
4メ
ガ
バ
イ
ト

の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
）。

２
．
２
追
記
型
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク

追
記
型
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
（
以
下「
Ｃ
Ｄ
`
Ｒ
」

と
い
う
。）は
、
標
準
情
報
Ｘ
0
0
2
5号
（
平
成
1
2年
）
に

準
拠
す
る

1
2
0
¤
追
記
型
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
と
す

る
。
た
だ
し
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
ト
ラ
ッ
ク
の
セ
ク
タ

モ
ー
ド
バ
イ
ト
\
と
す
る
。

〇
特
許
庁
告
示
第
五
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
七
十
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
年
九
月

二
十
一
日
特
許
庁
告
示
第
二
号
（
特
許
庁
以
外
の
国
際
調

査
機
関
に
対
す
る
手
数
料
の
納
付
の
た
め
の
口
座
及
び
調

査
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
を
定
め

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日特

許
庁
長
官

岩
井

良
行

第
二
号
中
「
十
八
万
千
七
百
円
」
を
「
十
八
万
六
千
八

百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の

施
行
の
日
以
後
に
特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
係

る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
特
許
庁
が
受

理
し
た
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
九
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

一
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

森
幸
苑
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
二
十
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

秋
田
県
北
秋
田
市
阿
仁
前
田

字
菅
ノ
沢

一
四
番

一
号

一
八
番
一

二
号

七
一
番

三
号
及
び
四
号

七
二
番

五
号

九
七
番
一

六
号

一
〇
二
番

七
号

六
五
番
三

八
号

六
五
番
二

九
号

六
一
番

十
号

五
九
番

十
一
号

四
八
番

十
二
号

三
六
番

十
三
号

三
七
番
一
〇

十
四
号

二
三
番

十
五
号

二
二
番
二

十
六
号

二
〇
番
一

十
七
号
か
ら
十
九
号
ま
で

一
八
番
二

二
十
号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
十
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

一
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

金
山
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
六
号

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
六
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

福
島
県
西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
太
田
川
字
屏
風
坂

一
番
一
〇

一
号
か
ら
六
号
ま
で

二
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

大
高
内
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
一

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
一
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

福
島
県
白
河
市
大
信
下
小
屋

字
大
高
内

二
四
二
番

一
号

字
裏
山

六
四
番
四

二
号

六
四
番
五

三
号

六
五
番

四
号
及
び
五
号

六
七
番
五

六
号

六
四
番
一
一

七
号

五
六
番

八
号

五
〇
番

九
号
及
び
十
号

四
九
番
一

十
一
号

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
二
号

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
の
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の

促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
の
利
用
に
関
す
る
一
般
電
気
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準

（
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
七
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

３
m

{
Ë
\
i)
の
表
１
及
び
表
２
中
「平

成
2
4年
３
月

3
1日
ま
で

」
を
「平

成
2
4年
６
月
3
0日
ま
で

」に
改
め
る
。

３
m

{
Ë
]
i)
中
「平

成
2
3年
度
中

」
を
「平

成
2
3年

４
月
１
日
か
ら
平
成
2
4年
６
月
3
0日
ま
で

」
に
改
め
る
。

３
m

{
Ë
]
i)
の
表
３
か
ら
表
６
ま
で
中
「平

成
2
4年

３
月
3
1日
ま
で

」
を
「平

成
2
4年
６
月
3
0日
ま
で

」
に
改

め
る
。

３
m

{
ô
i)
中
「平

成
2
3年
度
中

」
を
「平

成
2
3年
４

月
１
日
か
ら
平
成
2
4年
６
月
3
0日
ま
で

」
に
改
め
る
。

３
m

{
ô
i)
の
表
７
か
ら
表
10
ま
で
中
「平

成
2
4年
３

月
3
1日
ま
で

」
を
「平

成
2
4年
６
月
3
0日
ま
で

」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

三
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

ボ
ン
ケ
ラ
ノ
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十

四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
二
十

四
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

福
島
県
東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
大
梅
字
大
岩
平

三
七
二
番
二

一
号

四
七
〇
番

二
号

四
六
八
番
三

三
号

四
七
五
番
一

四
号
及
び
五
号

四
七
九
番
一

六
号
か
ら
八
号
ま
で

四
五
五
番
一

九
号
及
び
十
四
号

四
六
四
番

十
号
、
十
二
号
及
び
十
三
号

四
八
四
番
一

十
一
号

三
五
六
番
六

十
五
号
か
ら
十
九
号
ま
で

三
五
六
番
二

二
十
号
及
び
二
十
一
号

三
六
〇
番
九

二
十
二
号

三
六
〇
番
三

二
十
三
号
及
び
二
十
四
号

Ÿ
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